
愛知県国土利用計画審議会第４７回特別委員会会議録 

 

○日時 

令和２年１０月２３日（金） 午前１０時から午前１１時５分まで 

○場所 

愛知県東大手庁舎 地下１階 入札室 

 

○出席した委員（五十音順敬称略） 

倉 持 香 苗  武 田 美 恵 中 川 弥 智 子 秀 島 栄 三 
増 田 理 子    

（５名） 

○出席した幹事 

都市整備局都市基盤部都市計画課長（事務局兼務） 

政策企画局企画調整部企画課長（代理） 

環境局環境政策部自然環境課長（代理） 

経済産業局産業部産業立地通商課長（代理） 

農業水産局農政部農業振興課長（代理） 

農林基盤局農地部農地計画課長（代理） 

農林基盤局林務部林務課長（代理） 

農林基盤局林務部森林保全課長（代理） 

建設局道路維持課長（代理） 

建設局河川課長（代理） 

建築局公共建築部住宅計画課長（代理） 

建築局建築指導課長（代理） 

企業庁企業立地部工務調整課長（代理） 

 

○出席した事務局職員 

都市整備局都市基盤部都市計画課長 齊藤保則 

都市整備局都市基盤部都市計画課担当課長 梶田浩昭 

課長補佐 鈴木系一 

               主査 後藤高志 

主事 加藤あすな 

                 



１．開会（事務局：鈴木都市計画課長補佐） 

 

２．あいさつ 

齊藤都市計画課長 

 

３．議題 

  愛知県土地利用基本計画（計画書）の改定等について 
（１） 愛知県土地利用基本計画（計画書）の改定について 

ア 説明 

    資料により、事務局（都市計画課 後藤主査）から愛知県土地利用基

本計画（計画書）の改定について説明した。 

イ 質疑 

  無し。 

 

（２） 愛知県国土利用計画（第五次）の進捗管理方法の検討状況について 

ア 説明 

    資料により、事務局（都市計画課 梶田担当課長）から愛知県国土利

用計画（第五次）の進捗管理方法の検討状況について説明した。 

イ 質疑 

 （秀島委員長） 

 それでは、事務局からの説明について、ご質問をいただきたいと思いま

す。 

 個人的な意見になるかもしれませんが、国土利用計画は他の土地利用の

計画と絡んでいてそれぞれが達成できないと何となく国土利用計画も達

成できない感じになっていて、それでは国土利用計画ができていないとな

ってしまうのか、そうじゃないのか。進捗管理のあり方は、議論の余地が

あるのではないかと思っております。皆様からのご意見を伺ってみたいと

思います。 

 

（倉持委員） 

 資料３「国土利用計画の進捗管理方法（案）について」の２（２）です

が、進捗管理として、目標年次の中間期にも満足度、意識調査をすること

は良い取り組みと思います。 

 具体的にどのような質問をどのような形で行うのかイメージでも良い

のでお答えいただければと思います。 

 

（事務局：都市計画課） 

 国土利用計画の改定期には、どのような土地利用の問題があるかなどに

ついて県民の方々にアンケートを行い、それを国土利用計画の改定に反映



することとしてございました。 

 今回の改定検討に際しても県民アンケートを行っておりますが、いわゆ

る土地対策に関する満足度みたいな質問をしてございませんので、仮に中

間期で実施する場合には、５年前と比べてどうだったかというような比較

に関して質問することができないかと思っております。 

今回の改定に際して利用した県政世論調査が使えれば、対象が広く県民

の方々で、年齢層、地域等も異なる形で調査ができると思ってございます。 

また、県政世論調査以外では市町村に対しても、やはり計画の改定検討

に際してはご意見を伺っているので、計画中間期について土地政策に係る

意見照会を、例えば、５年前と比べてどうであったかというようなことが

できるかもしれないと考えております。 

加えて、国土利用計画が土地利用に関する方向性を定めておりますこと

から、その方向性に向かっていると思うかどうかというようなことも、質

問できるかもと思っております。 

今の検討はそういう状況でございます。 

 

（倉持委員） 

例えば、その中間期の結果が、例えば、満足されないといったことが分

かった場合に、その結果が反映されるのか。質問の回答がどのように生か

されていくのでしょうか。聞いて終わりなのかどうか。 

 

（事務局：都市計画課） 

計画の進捗管理ですので、聞いただけであれば意味がなくなりますの

で、それを国土利用計画の改定につなげるか、県の土地利用に関するビジ

ョンを修正する事項なのかどうかはその時の結果次第になるかと思って

ございます。 

 

（倉持委員） 

 他の土地利用に関する計画にも関わってくるので、どういうところを変

えていくのかというのが、非常に難しくなってくるような印象を持ちまし

たので質問させていただきました。 

 

（秀島委員長） 

 今の調査は、愛知県のいろいろな政策のアンケートの中の一つ、二つか

三つかわかりませんが、その中の項目として実施しているのでしょうか。 

 

（事務局：都市計画課） 

国土利用計画の改定に際しては、県政世論調査の中の項目の一つとし

て、土地問題についての各質問を実施しました。それを踏まえて調査でき

ればと考えております。 

 

（秀島委員長） 

 踏まえてとはそれとは別のもの、あえてこの国土利用計画だけのための

アンケートをやるということでしょうか。 

 

（事務局：都市計画課） 



国土利用計画が目指している方向性があるので、その目指した方向に向

かっているか、どうかみたいなアンケートができないかと思っています。 

できれば、経年変化を見ることができると一番よろしいですけれど、計

画改定の時に調査した内容が現在どうなったかというような。実は改定時

の調査自体が経年変化を見るような質問にはなってはいないので、どうし

ても、例えば中間期に前と比べてどうだったのかということを見るしかな

いのではないかと今は考えております。 

 

（秀島委員長） 

 定期的に行う調査ですから、今から経年変化を探れることから、第 1

回と第 2 回の変化を確認することも可能ではないかと思います。 

 

（事務局：都市計画課） 

委員長のおっしゃる通りでございまして、県政世論調査は希望する時期

に手を挙げられるかどうかというのがございますが、機会があればそのよ

うな形をとってみたいと思います。 

国土利用計画を改定したのが 2020 年 3 月ですので、この先 1 年後ぐら

いに経年変化が見られるような質問アンケートをとって、それが５年後に

どうなったか、そうすれば方向性が良くなったのか悪くなったのか、とい

うことが確認できます。 

調査が必ずできるかというのが少し難しくて、計画改定時期であれば必

ず今までも調査を行いましたし、何らかの方法で県民の意向確認を実施し

まいりました。 

その時期以外ですと、どういう手法があるのか、ウェブでもそれなりの

予算がかかりますので、通常の県政世論調査の中で組み込んで、実施でき

るかどうかというのが今の段階では不明確です。ただ実施してまいりたい

という考えを持っております。 

 

（倉持委員） 

関心があるので、お伺いさせていただいております。 

イメージがずれているかもしれないですけど、国土利用計画に関して県

政の世論調査を行って、何らかの結果が出たときに、例えば、他の計画の

中間評価をした時に、なぜこういう結果になったのかっていうことを検証

して、例えば、では数値を変えますとか、目標を変えるとか、プロセスを

重視しましょうとか、見直しをしていきますよね。なので、この結果で、

例えば良くなっていればいいのですけれども、そうでないということが分

かった場合に、例えば、結果を生かした方向になるのか、そうでないのか、

そうでないとしたら、例えば計画にその結果を反映させるか変えていくと

いうか、もう少し変化させましょうねというような、実際の取り組みなど

に反映させることができるのかどうか。 

もしそうであれば、この国土利用計画は他の計画ともかかわっているの

で、他部署ともすり合わせが必要であるかもしれないのですけれども。個

人的にはそれが反映されたらいいなという希望があるのですが、そうした

ところは現状としては難しいのでしようか。 

 

（事務局：都市計画課） 



愛知県国土利用計画は、県の最上位の土地利用に関する計画でございま

して、それを基本として、今回ご審議いただいた愛知県土地利用基本計画

がございます。 

その下に個別規制法に基づく計画があり、国土利用計画を定める場合、

当然ながら各土地利用規制等を行っている関係部署とも調整をとってご

ざいます。 

仮に、中間期で何らかの検証を行い、国土利用計画の方向性に向かって

いないとなれば、そもそもビジョンが正しかったのか、それともやり方が

悪かったのか、そういう検証が必要だと思っております。 

国土利用計画の改定に関しては、庁内関係課室とも、調整を行いすり合

わせし、審議会でのご意見を伺って策定しております。また、市町村とも、

協議、調整を行っておりますので、倉持委員がおっしゃられたように、方

向性があっていればそのままでいいと、何らかの形で、悪化もしくは方向

性が違っていれば、計画そのものを修正するか、あるいはやり方を変える

かといったことが必要だと思ってございます。 

 

（倉持委員） 

 結果が反映される。そう思ってよいということでしょうか。 

 

（事務局：都市計画課） 

県国土利用計画は、県の土地利用に関する基本ビジョンですのでそれが

示した方向に向かっているかどうかは非常に重要だと思ってございます。 

 

（秀島委員長） 

例えば県国土利用計画を満足していますかって質問をすると、それが不

満であったとしても、何をどうしたらいいかわからないんですよね、だか

ら多分もっと具体的な質問になると思っていいんですかね。 

 

（事務局：都市計画課） 

一般の方には、愛知県国土利用計画の認知度が低いかと思いますので、

委員長が指摘されたような質問はしないほうが良いと考えてございます。 

むしろ土地利用計画が目指した方向に、なっていると思われますか、とい

うように、なっているかどうかを確認した方が良いのではないかと思って

ございます。 

 

（倉持委員）。 

調査票は、ここで検討することができるのか、それとも事務局におまか

せするのか。例えば、調査の時にこの国土利用計画っていうものの存在が

知らない、そんなこともあったのかというような方にとっては、愛知県に

こんな計画があります、こういうことを目指していますということを説明

して、このことについてどうですか、というような、教育というか知識も

得ながら回答することができるので、質問の作り方は大事だなと思ってい

ます。 

質問の仕方によっては答えが変わってきます。この中間評価はすごく良

い取り組みだなと感じているので、いいものにしていけばいいなと思って

いるのですけれども。これから作業検討されるということなので、イメー



ジが何かありますでしょうか。 

 

（事務局：都市計画課） 

調査票自体はまだこれからでございますので、どんな調査ができるかに

ついても検討して参りたいと思います。委員の方々のご意見も伺いつつ行

っていければと思ってございます。 

 

（増田委員） 

参考資料４の３ページですけれども、海岸の保全の評価指標が漁場の保

全活動面積というのは、左の欄の海岸の保全の内容等とあまりあっていな

い気がするのですけれども。 

まず、海岸の保全活動面積とはどのようなものでしょうか。 

 

（事務局：都市計画課） 

所管課は出席していないので、元となった個別計画の食と緑の基本計画

を確認した上で後ほど回答したいと思います。 

 

（増田委員） 

 例えばですね、これ左側のものと右側のものを比べてみるとですね、例

えば海岸の開発の話をすると、土砂の管理っていうのであれば、河川の方

で、国交省の方が確か土砂に関しては、一級河川に対して収支を計算して

すべて出してるデータがありますよね。 

その土砂管理がうまくいっているのか、いっていないのか、このように

監視されているとか、そういうデータであれば土砂管理ってあると思うの

ですけど。 

他にもですが、例えば干潟の再生をはかります、海岸の保全と書いてあ

るんですよ。例えば、三河湾がいま全然アサリが採れないですごく深刻に

なっています。そうしたときに、干潟に土砂が供給されているのかいない

のか、そういうデータで評価しないといけないのではないかなと思ってい

て、全体にこの評価指標、これをどうしてこういうふうに掲げているのか

が分からない。 

 

（事務局：都市計画課） 

 参考資料４が作成中となっているのは、なぜかということも含めまして

ご説明いたします。 

国土利用計画第３章では計画の実現に向けた必要な措置の概要を記載

しております。 

計画策定の際には、個別規制法等に基づく土地利用に関する計画を所管

する県庁内関係課室も含めて調整して記載しております。 

国土利用計画が目的とする基本理念を実現するために必要な措置の概

要が記載されており、今回、評価指標をどうやって作ろうかということを

考えたときに、第３章の計画の実現に向けた必要な措置の概要に関して、

具体的な土地に関する規制等を行う所管課が、どんな計画を持ってどんな

評価指標を使っているのかを整理してみようと、そういう試みで作成しま

した。 

参考資料としては整理の途中でして、また、個別計画自体がまだ策定中



のもなど外に出しづらい段階のものもございます。 

その段階ですが実際に国土利用計画はどんな、具体計画の中で実現され

ていくのだろうということを整理しております。この評価指標をそのまま

国土利用計画に使えるとは思ってはおりませんが、必要な措置の概要とい

うものの実施がどのようにされているのかを、整理して考えてみるための

参考資料としております。 

他県の事例もみておりますが、ＰＤＣＡを国土利用計画で実施している

ところは少なく、いわゆる進捗管理については面積目標の数値以外は把握

してないところが多いです。そういったこともありまして、今まで本県で

は面積の目標数値の結果だけを国土利用計画審議会で示してまいりまし

た。 

計画の進捗管理については、これまで審議会での委員の方々から様々な

ご意見を頂戴したことを踏まえて、進捗管理のあり方について模索しなが

ら検討を進めているところでございます。 

 

（秀島委員長） 

この漁場の保全活動面積は食と緑の基本計画の中で、進捗管理に使われ

ているとしたら、それを国土利用計画に使うのはなんかへんな感じがする

のですけど。それはそれで計画がきちっと動いていて、そして、チェック

しているわけですから、国土利用計画の進捗管理は、むしろどうしても他

の計画で見つかってこないところで何かしないといけないような気がす

るのですけれど。 

 

（事務局：都市計画課） 

今回、国土利用計画の第３章が、実際具体的な個別計画の中でどのよう

になっているのかについて、その評価指標を参考として把握するものとし

て参考資料４を作成しております。 

その上で国土利用計画の基本方針に向かっているかどうかの指標なり、

何らかの確認の手法を検討できないか、ということで整理を始めてみたも

のでございまして、この指標をそのまま国土利用計画に使うということは

考えてはございません。 

 

（秀島委員長） 

先ほど増田委員が発言されたことを言い換えると、海岸の保全っていう

のができているかできないかっていう進捗管理は、面積、土砂管理などい

ってみれば階層構造になっていて、いつ評価するのかというのが、倉持委

員が最初に投げかけたことだと思います。いろいろ捜しながら見つけると

いうことでしょうかね。 

 

（事務局：都市計画課） 

国土利用計画の評価をどのように行ったらよいのか、これまで第四次計

画までは面積数値のみで、しかも結果のみを提示しておりました。 

それでよいのかということを審議会においてご指摘を受けておりました。 

今回、第五次計画の第３章の９に各種指標を用いて計画の管理をすると

いうことが、国の計画でも記載されていましたので、今回の第五次計画か

らそういった進捗管理のことを記載しております。それを踏まえてどうや



って評価するのかを考えているところです。 

国の計画でもオープンになった評価指標が全くない状態ですので、模索

しながら、先生方のご意見も踏まえながら考えてまいりたい。 

 

（秀島委員長） 

アイディアを出していただければということでしょうかね。 

大きな調査の中の一、二項目としてではなく、この国土利用計画のため

だけに調査を実施することは可能ですか。 

例えば件数を減らして、もうちょっと踏み込んだ説明をして、そこで、

県国土利用計画を理解してもらった上で回答してもらう方が、たくさん施

策が上がる中の二つか三つのうち、ここだけ一番わかりにくそうな質問み

たいになっていましますし、そうして、軽く扱われて回答される質問をす

るよりも、ちょっと考えてもらってから、あるいは全容を分かっていただ

いて、回答の人数を減らしてでも、より真剣に考えてくれる人からの回答

の方が進捗管理には役立つような気もします。 

そういう予算立てとか、そういう調査を実施していいのかどうかはよく

分からないので思いつきでしかないですけれども。 

 

（事務局：都市計画課） 

意見調査の方法には、県政世論調査を使うもの、数を集めるのならばウ

ェブ調査もありますがこれはあまり難しいものはできません。委員長ご指

摘の通り、やはり国土利用計画は認知度が低いもものがあるものの、土地

対策に対する関心は高いものがございます。 

計画改定の時期に県民意識調査は行っており、土地対策そのものには関

心が高いので、国土利用計画というものはこういうものである、こういう

ビジョンで将来に向けた 10 年計画であるということを説明しつつ、一定

のご理解を得た上で、アンケートなり質問なりを投げかける方法は、確か

に一番有効だと思ってございます。 

ただ、実施するには一定の予算も必要ということもありますので時期が

問題になり、毎年はなかなか難しいだろうと考えております。 

改定時期もしくは中間期の見直し時期で実施することになるかと思って

おります。 

 

（秀島委員長） 

土地対策として聞くと、その結果を受けて国土利用計画はどうしたらい

いのかがちょっとわかりにくくなってしまうこともあるので、やっぱり進

捗管理のために聞くっていうのであれば、政策、施策、事業、はっきりさ

せた上で、どれに関しての意見表明を求めているのかを明らかにしない

と、先ほどの倉持委員の問題意識ですけれども使えないのではないかとい

う気がしましたけど。 

 

（事務局：都市計画課） 

 ご指摘を踏まえて検討したいと存じます。 

 

（武田委員） 

 参考資料４なのですが、８ページの「６ 土地の有効利用の促進」のな



かに「（５）所有者不明土地等の増加への対応」があり、９ページの「８ 

県土に関する調査の推進」があって、その中に第７次国土調査事業十箇年

計画と書いてあり、その目標事業量に基づく毎年度の事業計画に従って地

籍調査を行いとあります。 

それで、現状値が約１３％、１０年後に目標値として約１７％まで進め

たいというふうにあるのですけど、一つ目が「６(５)所有者不明土地等の

増加への対応」は「８ 県土に関する調査の推進」とリンクしていて、「６ 

土地の有効利用の促進」は結局のところ地籍調査を進めて、その結果を土

地利用につなげていきたいということをあえて６（５）で触れられている

のは。 

もう一つ、緊急性を要するような気がするのですけど、というのは世代

交代が進み、また、いつ大規模災害が起こってもおかしくない中で、把握

をされたいということですから、その目標値っていうのは、市町村がされ

ていて、このような作業だから、どのような限界があり十年間で４％とな

っているのか分からない。 

 

（事務局：都市計画課） 

地籍調査自体が、６（５）所有者不明土地の増加への対応の手法の一つ

です。 

今般、国土調査法などが改正されましたが、その中でも国土調査、地籍

調査の推進ということがうたわれてございます。 

なぜこれが 10 年で約４％の進捗なのかですが、確かに武田委員ご指摘

の通り今後少子高齢化が進展しますと所有者不明土地が増加することが

想定されます。そういったこともあって本県としても早く進めたいところ

でございます。 

全国の進捗率は約５２％の中で、現在、地籍調査の進捗、本県は下から

数えて５番目ほどでございます。 

大都市部の地籍調査は遅れがちで、大都市部では地権者の権利意識が強

く、また、土地が細分化されており、どうしても調査を進めるのに時間が

かかります。なかなか境界立ち合いとかが難しいなどの事情もあって全国

的に遅れております。 

また、先ほど２００平方キロを１０年で調査して、進捗率を１３％から

１７％に進めると申し上げましたが、これもなかなか正直なところ、かな

り途方もない数字に近いものがございます。 

本県では、これまで、調査開始から６０年あまりが経過しており、それ

で進捗率が１３％でして、これを今後１０年で４％進めることになりま

す。ただし測量技術も進歩しておりますし、関係法令も改正されてやりや

すくはなっておりますが、１０年で２００平方キロメートルを調査するの

は非常に大変で、本県としてもなるべく早く進めたいという思いは持って

ございますが、着実に進めていくことが一番いいと思ってございます。 

 

（武田委員） 

進まない原因というのは、大勢の土地の地主さんがいるので、進みづら

いっていうのはわかるのですけれども、その土地に対する、聞き取れなか

ったのですけど何が強いのでしょうか。 

 



（事務局：都市計画課） 

 土地に対する権利意識です。都会ですと土地が細分化、権利関係が輻輳

しており、また土地単価が高いので、少しでも境界がずれれば、すごく影

響が出ますので、経済的関係、そういったことからなかなか進まないこと

がございます。 

これは本県だけではなく、都市部をかかえる、大阪、京都、それから東

京、神奈川、千葉なども同様の状況です。 

 

（武田委員） 

もめるから結論が出ないとかですね。 

 

（事務局：都市計画課） 

どちらかというと県の中でも、都会でないところが進んでございます。 

 

（秀島委員長） 

そういうことが参考資料４に掲げられた愛知県国土利用計画第３章の

６（５）と８に書かれている。 

 

（武田委員） 

結局、愛知県国土利用計画第３章の８の地籍調査を進めて土地利用を図

るそういう内容が６（５）にも書かれているということでいいのでしょう

か。 

 

（事務局：都市計画課） 

昨年３月に策定しました国土利用計画は、審議会でのご審議を賜り、国

の計画の構成などをベースにしながら作っていますが、今おっしゃられた

ように重複する内容を記載しているところもございます。 

 

（秀島委員長） 

 国土利用計画の構成がこうなっているということですね。 

 

（中川委員） 

理解しきれていないかもしれませんけど、参考資料４の評価指標はそれ

ぞれの目標値を立てていますけれども、これはこの個別計画とかデータの

中での目標値ですね。 

 

（事務局：都市計画課） 

中川委員のご発言のとおり、ここに書かれている現状値、目標値は個別

計画の中の指標です。 

 

（中川委員） 

なので、この目標値はもうすでに、例えば、「食と緑の基本計画 2025」

という今走っている計画で定められております。これは、進捗状況を把握

して評価して、次にこれを改訂するときに、この国土利用計画に沿ってい

るように、さらに基礎資料として、これもうすでに計画での目標値があっ

て、これを計画とあっているかどうかっていうのを見たいということでし



ょうか。 

さらにこの個別計画を改定するときに、その方向に則っているかどうか

をさらに検討して、相手に課すといったことでしょうか。別の計画はすで

にあるわけですよね。 

 

（事務局：都市計画課） 

今回のこの参考資料４の趣旨をもう一度お話しますと、国土利用計画の

第３章が、国土利用計画の基本方針等に向けた必要な措置の概要というこ

とを掲げてございます。 

この必要な措置の概要は、個別計画ではどうなっているのか、どういっ

た現状値、目標値を持っているのかを途中段階ですが一度整理したもの

で、国土利用計画の指標を考える上での参考資料として作成したもので

す。国土利用計画の事業ではなく、各個別計画のしかも目標年次も違うも

のもあります。 

ただ、国土利用計画は県の最上位の土地利用に関する計画であって当然

その理念ビジョンについては、各個別計画に反映されるものでございま

す。 

その国土利用計画第３章の措置の概要が、今現在どの計画でどんな指標

を持ったものになっているのかということを一度整理し、その上で国土利

用計画での指標を考えてみたかったというものです。 

 

(中川委員) 

 これが次の個別計画が改定されるときにその方向に向かっているから

それでいいのかというそういう議論ではない。 

 

（事務局：都市計画課） 

こういった土地利用に関する計画を策定する際には、大抵は庁内で事前

調整を図っております。 

事務局（都市計画課）では、もし個別計画を作られる際に県庁内からの

照会があれば、国土利用計画と整合がとれているか、方向性が合っている

計画かを確認し、必要により調整意見を出すこととしております。 

逆の場合ですと、国土利用計画を策定するときには、関係者に広く意見

を聞いて、各個別計画との整合を図っております。 

その第３章の内容が、個別計画の中でどのようになっているのかを一度

整理した上で、国土利用計画としてどういう評価指標があるのかを考えて

みたいということで整理しております。 

 

（中川委員） 

はい、わかりました。 

 

(秀島委員長) 

最終イメージとしてはここに載っているもの以外にもあって、さらには

個別計画で進捗管理してないことも加わったりしそうですか。 

 

（事務局：都市計画課） 

ここに個別計画のすべてが全部記載されている訳ではなくて、個別計画



で進捗目標ＫＰＩを定めているものばかりではございません。 

国土利用計画自体はＫＰＩを持っておりませんので、進捗管理をする場

合にどのような手法があるのかを模索しているところです。 

 

（秀島委員長） 

もし、個別計画にない指標だったら、それを実行することを誰がするの

かという問題はおきないでしょうか。 

 

(事務局：都市計画課) 

最終的には国土利用計画のビジョンの方向性に関する指標ができれば

とは思ってはおります。 

 

（秀島委員長） 

今回、議論のための材料として参考資料をご用意いただいたと思うので

すけど、何か、いわゆるＰＤＣＡの進捗管理の流れみたいなものを一度整

理しても良いと思いました。 

 

（武田委員） 

ＳＤＧｓの項目に照らして聞くのが一般的な人からすれば、非常にわか

りやすいと思います。 

参考資料にも書いてありますよね、ＳＤＧｓ１１とか１２とか、だから

当てはまるものを、これは達成されていると思いますかということだけで

も、何か聞こえてくるような気がするのですけれど。 

目標値っていうのは、どういう理由で目標値が定められたのかもわから

ないし、これが適正なのかどうかわからないわけですよね。 

でも感覚的にはＳＤＧｓっていうのが生まれて、それはもう普通一般の

人たちの悩みにしてきた事だからこれだけ浸透してきているわけじゃな

いですか。それに合う、そう思わないなど、つまり聞かれる方もわかりや

すい結果ができるのではないかと思いますけど。 

 

（事務局：都市計画課） 

参考資料３の裏面にＳＤＧｓが掲げた１７の目標を記載してございま

す。県国土利用計画は、ＳＤＧｓを念頭に置いて策定してございますので、

委員のご指摘を踏まえて考えてまいります。 

 

（増田委員） 

 参考資料４の９ページの、「８ 県土に関する調査の推進」ということ

で、この下から二段落目に「希少種を始めとする生物の分布状況は、自然

環境を保全・再生する・・・」と書いてありますけど、これもうすでに愛

知県では終わっていて、グリーンデータブックというのは既に発行されて

いて、これは更新をしておられるので、もうすでに調査は終わっています。 

既に完成しているものはたくさんあるのではないかなと思います。 

 

（秀島委員長） 

進捗管理方法については、検討の余地が引き続きあると思いました。 

本審議会で議題になるのでしょうか。 



 

（事務局：都市計画課） 

次回１１月の本審議会では、毎年の議題である土地利用基本計画の計画

図と、今回の特別委員会で審議いただいた計画書の改定を予定していま

す。国土利用計画の進捗管理、評価指標については引き続きの検討事項だ

と思ってございます。 

 

（秀島委員長） 

計画の進捗管理方法は、次回の特別委員会の議題になるのでしょうか。 

 

（事務局：都市計画課） 

特別委員会については、国土利用計画の改定に係る一連としては今回が

最後となります。ただ、計画の進捗管理方法については、これから議論す

るところがあると思っております。 

個別に委員の方にご意見を伺わせていただきたいと思ってございます。 

 

（秀島委員長） 

前半の議題である土地利用基本計画の計画書は、委員長と事務局で調整

して本審議会に諮ることといたします 
 

４．閉会（齊藤都市計画課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


